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現
在
児
童
手
当
を
受
給
さ
れ
て
お

り
次
に
該
当
す
る
方
は
、
６
月
に
現

況
届
の
提
出
を
し
て
く
だ
さ
い
。

《
現
況
届
の
提
出
が
必
要
な
方
》

○
小
学
校
４
年
生
以
下
の
児
童
を
養

育
し
て
お
り
、
児
童
手
当
受
給
対

象
の
方
。

○
平
成
18
年
４
月
１
日
の
児
童
手
当

法
改
正
に
伴
い
、
新
た
に
児
童
手

当
の
受
給
対
象
と
な
る
児
童
が
増

え
、「
児
童
手
当
額
改
定
請
求
書
」

を
提
出
さ
れ
た
方
。

《
現
況
届
を
提
出
す
る

　
　
　
　
　
　
　
必
要
が
な
い
方
》

○
平
成
18
年
４
月
１
日
の
児
童
手
当

法
改
正
に
伴
い
、
新
た
に
児
童
手

当
の
受
給
対
象
と
な
り「
児
童
手

当
認
定
請
求
書
」を
提
出
さ
れ
た

方
。

◎
問
い
合
わ
せ

　
子
育
て
介
護
課
　

☎
内
線
３
０
６

　
町
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
は
、
こ

の
４
月
で
１
年
を
迎
え
、
２
　

２
０

０
人
を
超
え
る
方
の
利
用
が
あ
り
ま

し
た
。

　
利
用
者
か
ら
は「
し
か
り
方
が
わ

か
ら
な
い
。」「
子
育
て
中
の
私
の
気

持
ち
を
夫
に
上
手
に
伝
え
ら
れ
な
い
。」

「
ま
わ
り
の
お
母
さ
ん
が
、
自
分
よ

り
上
手
に
子
育
て
を
し
て
い
る
よ
う

に
見
え
る
。」な
ど
の
声
を
多
く
聴
き

ま
す
。

　
悩
み
・
戸
惑
い
は「
私
だ
け
‥
」と

思
わ
な
い
で
く
だ
さ
い
。
子
育
て
支

援
セ
ン
タ
ー
が
あ
り
ま
す
。
あ
な
た

が
出
か
け
ら
れ
る
場
所
が
あ
り
、
あ

な
た
の
話
を
聴
い
て
く
れ
る
人
が
い

ま
す
。
子
育
て
中
の
お
母
さ
ん
、
ぜ

ひ
、
お
出
か
け
く
だ
さ
い
。

▼
開
館
日
　
毎
週
月
曜
日
〜
金
曜
日

▼
相
談
時
間
　
午
前
９
時
〜
午
後
５

時
　

※
つ
ど
い
の
広
場
の
利
用
時
間
は
、

午
前
10
時
〜
午
後
３
時

※
休
館
と
な
る
場
合
が
あ
り
、
広
報

お
知
ら
せ
版
及
び
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

で
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
と
こ
ろ
　
大
磯
町
虫
窪
７
（
世
代

交
流
セ
ン
タ
ー
さ
ざ
ん
か
荘
内
）

◎
問
い
合
わ
せ

・
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー

　
☎
・
Ｆ
Ａ
Ｘ（
71
）３
３
７
７

・
子
育
て
介
護
課
　
☎
内
線
３
０
５

　
児
童
虐
待
と
は
、
親
や
養
育
者
が

子
ど
も
に
対
し
て
行
う
身
体
的
虐
待
・

性
的
虐
待
・
ネ
グ
レ
ク
ト（
養
育
の

放
棄
）・
心
理
的
虐
待
を
い
い
ま
す
。

　
虐
待
は
早
期
に
発
見
し
、
早
期
に

対
応
す
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

　
児
童
へ
の
虐
待
を
発
見
し
た
場
合

や
虐
待
が
疑
わ
れ
る
場
合
に
は
、
連

絡
し
て
く
だ
さ
い
。

◎
問
い
合
わ
せ

　
子
育
て
介
護
課
　

☎
内
線
３
０
５

　
こ
の
制
度
は
、
町
内
に
住
所
を
有

す
る
方
で
、
私
立
幼
稚
園
に
在
園
し

て
い
る
園
児
が
い
る
世
帯
の
所
得
状

況
に
応
じ
て
保
育
料
・
入
園
料
の
一

部
を
補
助
す
る
も
の
で
す
。

　
申
込
み
は
、
在
園
し
て
い
る
幼
稚

園
で
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
近
隣
の
私
立
幼
稚
園
に

は
、
す
で
に
案
内
を
配
布
し
て
あ
り

ま
す
が
、
幼
稚
園
で
申
込
書
が
手
に

入
ら
な
い
場
合
は
、
左
記
ま
で
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

◎
問
い
合
わ
せ

　
学
校
教
育
課
　
☎
内
線
３
２
８

提
出
に
つ
い
て

児
童
手
当
現
況
届

児
童
手
当
現
況
届

児
童
手
当
現
況
届

児
童
手
当
現
況
届

児
童
手
当
現
況
届
の

注意

＊所得税法に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶
養親族がある者についての限度額（所得額ベース）
は上記の額に当該老人控除対象配偶者又は老人扶養
親族１人につき６万円を加算した額。

＊扶養親族等の数が６人以上の場合の限度額（所得額
ベース）は、１人につき38万円（扶養親族等が老
人控除対象配偶者又は老人扶養親族であるときは
44万円）を加算した額。 

平成18年度 所得制限限度額
（平成18年4月分手当より）

扶養親族
等の数　

0 人

1 人

2 人

3 人

4 人

5 人

4 6 0 万円

4 9 8 万円

5 3 6 万円

5 7 4 万円

6 1 2 万円

6 5 0 万円

5 3 2 万円

5 7 0 万円

6 0 8 万円

6 4 6 万円

6 8 4 万円

7 2 2 万円

国民年金加入者及び
年金未加入者

厚生年金など
加入者

担当者が直接応対いたします。

受付時間
月曜日から金曜日
8：30 ～ 17：15

＊受付時間外は留守番電話で
対応しております。　　

児
童
虐
待
相
談

ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン

児童虐待相談ホットライン

61－621061－6210

私
立
幼
稚
園

就
園
補
助

開設
，


